
（単位：千円）

給与改定経費 １，２１０，９９８

職員給与改定費 １，２０４，５４２

人事委員会勧告に基づき職員給与を改定する。
　 一般会計 （19,101人） 千円

一般職員 （4,197人） 千円
警察職員 （2,821人） 千円
小学校職員 （5,170人） 千円

 　１８億２千万円（１３，１４年度の２か年で整備し、１５年４月に開場予定）中学校職員 （3,033人） 千円
県立中等教育学校職員 （213人） 千円
高等学校職員 （2,644人） 千円
特別支援学校職員 （1,023人） 千円

企業会計 （2,062人） 千円

特別職期末手当改定費 ６，４５６

　 期末手当の年間支給割合の引上げ（一般職に準拠）
　　　年間３．１５月分　→　３．２５月分 （０．１０月分増）

一般会計 （52人） 千円
企業会計 （ 1人） 千円

[人事委員会勧告に基づく職員給与改定の概要］

１　給与改定率　　0.11％ （給料の改定0.11％、その他0.00％）

２　勤勉手当の年間支給割合の変更
　　　期末・勤勉年間支給割合 ４．２０月分　　→　４．３０月分　（０．１０月分増）
　　　　期末手当 ２．６０月分（据置き）
　　　　勤勉手当 １．６０月分　　→　１．７０月分　（０．１０月分増）

０．８０月分　　→　０．９０月分　（０．１０月分増）
※29年4月1日以降は、6月期、12月期ともに0.85月分とする。
※特定幹部職員についても、年間支給割合を同様に変更する。

３　初任給調整手当の支給限度額の引上げ
医療職給料表（一）の適用を受ける医師・歯科医師 月額 413,300円 413,800円
上記以外の医師・歯科医師 月額 50,500円 50,600円
獣医師 月額 30,300円 30,400円

４　実施時期　28年4月1日

平成２８年度１２月補正予算について
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